
 アートでつなぐ・三重の文化創造事業実行委員会  

「大型バス送迎にかかるバス借り上げ」仕様書 

 

１． 内容 

   アートでつなぐ・三重の文化創造事業実行委員会が実施する事業で特別支援学校の

生徒を参加させるためバスを借上げ、参加者と引率者等を安全に輸送する。 

 

２． 借上げ日 

 平成２７年 ９月１０日（木） 

 

３．数量及び借上げバスの仕様 

   スケルトンボディータイブ（補助席を使用せず４０人程度が乗車できること及び 

   車内の冷房が装備されている車輛） ２ 台 

   ※各車両に乗車する生徒、引率者等は３５名以下とする。 

 

３． 行程 

9時 15分   三重県特別支援学校伊賀つばさ学園 配車（名張市美旗町南西原 229-2） 

9 時:30 分   三重県特別支援学校伊賀つばさ学園 出発 

           ↓ 

        ～R25（名阪国道）～東名阪自動車道～伊勢自動車道～津 IC 

           ↓ 

11 時 00 分  三重県立美術館 到着（津市大谷町 11） 

（※降車後、総合文化センターの指定する駐車場へバスのみ駐車する） 

  13 時:15 分  三重県立美術館 出発（津市大谷町 11） 

             ↓ 

          県立美術館～津 IC～伊勢自動車道～東名阪自動車道～ 

R25（名阪国道）～ 

  15時 00分頃 三重県特別支援学校伊賀つばさ学園 到着（名張市美旗町南西原 229-2） 

 

４． その他 

（１） 燃料代、有料道路代、専属の運転手代、その他運行に伴う一切の経費を含むもの

とする。 

※車輛の駐車場所については、当方が指定する場所にて待機すること。 

（２）ガイド・添乗員等は必要としない。 

（３）出発時刻の１５分前までに出発場所にバスを配置すること。 

（４）運行に際しては法令を遵守し、バス借り上げ中に発生した事故については受注者

が損害賠償の責を負うこと。 
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（５）行程内容、出発・到着時刻については若干の変更があり得るものとする。 

（６）受注者都合による変更に伴う増額費用については、発注者は負担しないものとする。 

（７）受注者は９月４日（金）までに、三重県立美術館学芸普及課で、運行の詳細につ

いて、担当者と事前打ち合わせを行うこと。 

（８）悪天候等のため中止とする場合は、前日の１５時までに発注者が受注者に連絡を

するものとする。 

その場合のキャンセル料は一切かからないものとする。 

（９）本仕様書に記載のない事項については、発注者と協議のうえ決定すること。 


